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東京都中野区中野三丁目32番15号 

 

株式会社トムス・ジーニーズ 

 

代表取締役社長 川嶋 洋樹 



 自 ２０２２年　　４月　１日

 至 ２０２３年　　３月３１日

計　　算　　書　　類

第２１期

株式会社トムス・ジーニーズ



　

(単位:円)

金　　　額 金　　　額

307,335,246 41,770,040
現 金 及 び 預 金 57,363,915 2,377,000
売 掛 金 12,162,066 4,319,067
仕 掛 品 2,936,365 7,147,405
預 け 金 231,798,100 9,058,147
未 収 入 金 2,308,400 8,999,765
そ の 他 の 流 動 資 産 796,400 3,171,806
貸 倒 引 当 金 △ 30,000 3,599,250

3,083,000
14,600

固　定  資  産 5,694,492
有形固定資産 2,498,375
建 物 665,407
車 両 運 搬 具 1,806,128
工具、器具及び備品 26,840

271,259,698
資　　本　　金 10,000,000

無形固定資産 0 68,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア 0 34,000,000

34,000,000
193,259,698

投資その他の資産 3,196,117 193,259,698
差 入 保 証 金 25,000 繰 越 利 益 剰 余 金 193,259,698
繰 延 税 金 資 産 3,160,757 （うち当期純利益） (30,783,945)
そ の 他 の 投 資 10,360
敷 金
長 期 前 払 費 用

271,259,698

負 債 合 計 41,770,040

純 資 産 合 計

313,029,738負 債 及 び 純 資 産 合 計

株　主  資  本

資 本 準 備 金

純　資　産　の　部

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

未 払 消 費 税 等

賞 与 引 当 金
預 り 金

資 産 合 計 313,029,738

そ の 他 の 流 動 負 債
役 員 賞 与 引 当 金

流　動　負　債流  動  資  産
買 掛 金
未 払 金

未 払 法 人 税 等
未 払 費 用

貸　借　対　照　表
（２０２３年　　３月３１日)

負　債　の　部資　産　の　部

科　　　　　目 科　　　　　目



1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

　(1)　資産の評価基準及び評価方法

　　　　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております

製品及び仕掛品 個別法

　(2)　固定資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産(リース資産を除く)
建物付属設備 200%定率法

ただし、平成28年4月1日以後取得分については定額法を採用

車両運搬具 定額法

工具器具備品 定額法

　　②　無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

　(3)　引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金
　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法上に規定する法定繰入率により、
　　　　　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
　　②　賞与引当金
　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上
　　③　役員賞与引当金
　　　　　役員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上
　(4)　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　①　グループ通算制度の適用
セガサミーホールディングス株式会社を通算親法人としたグループ通算制度
を適用しております。

　(5)　追加情報

　　①　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

2.　会計方針の変更に関する注記

　(1)　時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

3.　株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末における発行済株式の種類及び株式数
普通株式 1,560 株

個 別 注 記 表

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。
また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号
2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処
理並びに開示を行っております。

当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月17日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。なお、これによる当事業年度の計算書類に与える影響
はありません。
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